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所得税法 

「所得基本税額条例」改正案を財政部が予告、個人の未上場(店頭公開)株式取引所得を個人

の基本所得額に加算、2021 年 1 月 1 日より施行 

「所得基本税額条例」が 2006 年 1 月 1 日より施行されています。その導入後は、個人の所

得に対しては「所得税法」に基づく税額計算を行ったうえ、一定の所得水準以上の居住者は

所得税法上では免税となる一定の所得等を加算した「基本所得」を計算し、それをベースと

した税額計算を別途行い、どちらか大きいほうを納税しなくてはならなくなりました。所得

基本税額条例導入当時は証券取引所得に対する所得税が課税停止となっていたため、財政部

は未上場(店頭公開)株式を利用したタックスプランニングを防ぐため、個人の未上場(店頭公

開)株式の取引所得は、基本所得計算上、加算対象とされていました。その後、「所得税法」

が改正され、2013 年 1 月 1 日より個人の証券取引に所得税が課税されるよう変更されたこ

とに伴い、「所得基本税額条例」において上記の未上場(店頭公開)株式所得の基本所得への

加算に関する規定が削除されました。その後、2016 年 1 月 1 日より個人の証券取引所得に

対する課税が再び停止されたものの、「所得基本税額条例」のほうでは未上場(店頭公開)株

式所得の基本所得への加算に関する規定が整合をとって復活させられなかったため、財政部

は今回の改正案の提出を検討しています。 

営利事業者および個人の証券取引所得に対する課税の有無の変遷について図示すると以下

のようになります。 

営利事業者： 

 

 

 

個人： 
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PwC 台湾の見解： 

上記の改正予告に伴い、株式構成の調整あるいは株式取引(例えば、IPO 前の株式調整)を行

うことを検討している企業は、今回の改正による個人株主の税負担への影響について留意が

必要です。 

12 月決算の営利事業者は 9 月 30 日までに 2020 年度の中間申告を行わなくてはならない 

所得税法第 67 条によれば、営利事業者は毎年 9 月 1 日から 9 月 30 日までに中間申告を行

わなくてはなりません。会計士の税務監査証明を受ける企業は、以下のいずれかの方法を選

び手続を行うことができます。 

1. 前年度の納付税額の 1/2 を中間納付金額として納付する。 

2. 当該年度開始日から 6 ヶ月間の実績に基づき上半期の営利事業所得額を試算し、当年度

の税率により中間納付税額を計算・納付する。ただし、会計士の税務監査を受けて期限

内に申告することが必要。 

PwC 台湾の見解： 

今年上半期に、新型コロナウイルスによる影響を受けて売上高が激減した営利事業者につい

ては、試算額による中間納付のほうが有利であると考えられます。会計士の税務監査を受け

る場合、例えば、在庫等資産の棚卸作業等の計画を早めに立てることが望まれます。 

会社法・証券管理に関する法律 

「拒否権を有する種類株式および閉鎖性会社の定款に関する疑義」に対する経済部解釈通達 

1. 議決権のない株式に拒否権を付与することは可能 

「特定事項に対する拒否権を有する株式」は株主総会後の合理的な期間内に行使できる

ため(経済部の2019年1月4日付経商字第10702430970号通達を参照)、拒否権付株式の

株主は株主総会の決議に参加しなくても当該株主総会後の合理的な期間内に拒否権の行

使ができる。性質的には議決権のない株式と抵触しないため、議決権がないものの特定

議案に拒否権を有する種類株式の発行は可能である。 

2. 閉鎖性会社の新株発行に関する職権は董事会に属する 

2015年7月１日に新設された会社法第356-12条によれば、第1項には閉鎖性株式会社の

新株発行の手続が董事会の特別決議によるものと明文規定されている。また、閉鎖性株

式会社の株式の取り扱いに柔軟性を持たせるため、第3項には新株発行は第267条（新株

の従業員への割り当て義務、既存株主の優先引受権等）を適用しないと定めている。し
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たがって、閉鎖性株式会社の新株発行の職権を定款で別途規定できるとの規定はなく、

授権資本制度の原則に基づき、新株発行の職権は董事会に属する。会社法第356-12条第

1項の「定款に別途規定がある場合を除いて」との規定は、董事会決議の成立要件を定款

規定により厳しくできることを指しているのみである。 

3. 特殊株主の「特定者に対する新株発行」への拒否権の行使不可 

閉鎖性株式会社の新株発行は董事会の決議事項に該当するため、経済部の2019年1月4

日付経商字第10702430970号通達によれば、特殊株主は「特定者に対する新株発行」事

項に対し拒否権を行使することはできない。 

4. 閉鎖性会社の定款における株式譲渡の範囲規定の制定 

普通株主が「同意なく売却、質入、贈与、担保設定またはその他の処分を行ってはなら

ない」と定款に規定することは、会社法第356-5条に定める株式譲渡において認められ

た範囲内である。 
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